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企業集団内部統制に関する監査役職務確認書 2019 年（第 5回改訂）版：新旧対照表  

                                                         2019年 3月 

 
 ※「確認書」は、最初のページから全ての確認項目に通し番号を振り、「監査のポイント」ごとに小見出しをつけて分類しています。改訂に伴う確認項目の 

新設・削除のため内容の変更がないにもかかわらず通し番号が変更となっている場合があります。また、語句表示の統一性のバラツキ補正や脱字等の単純 

な修正に関しては新旧対照表には掲載していません。本表で記載がなくとも「確認書」では変更しています。 

 

【会社法編】 

Ａ．親会社監査役としての親会社における監査役職務 

 

Ⅰ．代表取締役に対する監査  監査のポイント１（企業集団全体の経営管理方針と体制） p.2～3 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

参

考

法

令 

○監査懇話会「監査役職務確認書」（2017 年 3 月第 7 回改

訂） Ⅱ-5 [内部統制監査（金商法「財務報告内部統制」

を含む）、Ⅱ-7 [代表取締役との定期的会合]、 Ⅱ-10  [企

業集団に関する監査] 

○監査懇話会「監査役職務確認書」（2019 年 3 月第 9 回改

訂） Ⅱ-5 [内部統制監査（金商法「財務報告内部統制」

を含む）、Ⅱ-7 [代表取締役との定期的会合]、 Ⅱ-10  [企

業集団に関する監査] 

 

「監査役職務確認書」2019

年改訂に伴い、表記を修正

した。 

改訂内容として本表に表記

がなくとも、金商法編を含

め、全ての「参考法令等」で、

同様に修正した。 

 

Ⅰ．代表取締役に対する監査  監査のポイント２（企業集団全体の内部統制システム管理方針と体制） p.3～4 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

ポ

イ

ン

ト 

監査のポイント２（企業集団全体の内部統制システム管

理方針と体制） 

「内部統制システムに関する取締役会決議」に基づく

企業集団全体の内部統制システムの構築・運用・モニタ

リングの執行業務は、親会社の代表取締役が最高責任者

となります。 

監査役は、企業集団における内部統制の構築・運用の

モニタリング状況を確認した上で、代表取締役の企業集

団における内部統制上のリスク認識、内部統制の構築・

運用方針等に関して意見交換を行い、必要に応じ改善を

要請します。主な意見交換の項目は、企業集団内部統制

システムの決議事項となっている、①子会社から親会社

への報告体制、②子会社のリスク管理体制、③子会社の

効率性確保体制、④子会社のコンプライアンス体制など

があります。 

監査のポイント２（企業集団全体の内部統制システム管

理方針と体制） 

「内部統制システムに関する取締役会決議」に基づく企

業集団全体の内部統制システムの構築・運用・モニタリン

グの執行業務は、親会社の代表取締役が最高責任者となり

ます。 

監査役は、企業集団における内部統制の構築・運用のモ

ニタリング状況を確認した上で、代表取締役の企業集団に

おける内部統制上のリスク認識、内部統制の構築・運用方

針等に関して意見交換を行い、必要に応じ改善を要請しま

す。主な意見交換の項目は、企業集団内部統制システムの

決議事項となっている、①子会社から親会社への報告体

制、②子会社のリスク管理体制、③子会社の効率性確保体

制④子会社のコンプライアンス体制などがあります。 
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また、親会社・子会社・関連会社において重要な規程

類、決裁基準などが、適正に整備され、適切に運用され

ていることが内部統制を有効にするために重要になりま

す。子会社・関連会社のリスク状況に応じて、必要と認

められる場合には、親会社が積極的に子会社・関連会社

自体の監督・牽制機能を支援していることも重要です。 

監査役は、それらを事前に調査しておき、それに基づ

いて親会社代表取締役と具体的に意見交換することで、

改善要請の効果を高めることができます。 

また、親会社・子会社・関連会社において重要な規程類、

決裁基準などが、適正に整備され、適切に運用されている

こと、及び企業集団内に内部通報制度が適正に構築され、

適切に運用されていることが内部統制を有効にするため

に重要になります。子会社・関連会社のリスク状況に応じ

て、必要と認められる場合には、親会社が積極的に子会社・

関連会社自体の監督・牽制機能を支援していることも重要

です。 

監査役は、それらを事前に調査しておき、それに基づい

て親会社代表取締役と具体的に意見交換することで、改善

要請の効果を高めることができます。 

内部通報制度の適正な構築

と適切な運用は、現在では

内部統制上欠かせない機能

となっているため、追記し

た。 

 

確

認

項

目 

 

― 新設 ― 

 

 

― 新設 ― 

 

 

（01.方針決定周知） 

□9. 代表取締役が、企業集団内に「内部通報制度」が適正

に構築され、適切に運用されることが重要であると認

識していることを確認した。 

 

□10.代表取締役が、「内部通報制度」において、企業集団

内の内部通報者の利益が損なわれないことが重要で

あると認識していることを確認した。 

内部通報制度の構築と運用

は、現在では内部統制上欠

かせない機能となっている

ため、その確認と内部通報

者の利益保護の確認を項目

として分離して新設した。 

小見出し区分も 04 から 01

に変更した。 

確

認

項

目 

（04.報告承認体制） 

□12.親会社に、又は企業集団内に「内部通報システム」が

構築されている場合に、そのシステムが有効に機能す

るように、又、親会社・子会社・関連会社の内部通報

者の利益を損なうことがないように十分な配慮がな

されていることを確認した。 

 

― 削除 ― 

 

 

 

 

確認項目 12を削除し、「内部

通報制度」構築と「通報者保

護」の 2項目 9・10を追加、

小見出しを（01.方針決定周

知）に変更した。 

 
Ⅲ．子会社・関連会社を主管する統括本部等（担当取締役）の監査  監査のポイント５（企業集団における内部統制システムの構築・運用） p.8～9 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

確

認

項

目 

 

― 新設 ― 

（01.方針決定周知） 

□36.内部統制推進統括本部（担当取締役）が、子会社・関

連会社に対して、企業集団内の内部通報制度の窓口に

通報した者又は親会社の監査役に報告した者が不利

な取扱いを受けないよう適切な運用を求めているこ

とを確認した。 

 

 

会社法施行規則第 100条第 3
項の「親会社監査役への報
告」「報告者への不利益な扱
いの禁止」を強調し、親会社
監査役への報告と内部通報
窓口への通報の区分を明確
にした。親会社は必要に応
じて子会社・関連会社の統
制環境の整備について従来
以上に積極的に関わること
が必要なため。 
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Ⅲ．子会社・関連会社を主管する統括本部等（担当取締役）の監査  監査のポイント６（企業集団における情報処理の適正なシステム化）p.9～10 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

確

認

資

料 

［確認資料例］ 

情報システム部門の業務分掌、グループ情報システム化計画、

財務報告に係る内部統制のＩＴ全般統制及び業務処理統制の

有効性評価、財務報告に係わる内部統制リスク評価表（ＩＴ

に関するリスク）、等 

［確認資料例］ 

情報システム部門の業務分掌、グループ情報システム化計画、

財務報告に係る内部統制のＩＴ全般統制及び業務処理統制の

有効性評価、財務報告に係る内部統制リスク評価表（ＩＴに

関するリスク）、等 

会社法編、金商法編を通じ

て「財務報告に係わる」を

「財務報告に係る」と修正

した。本表に表記がなくと

も、全ての個所で修正した。 

 

Ⅳ．内部監査部門との連携  監査のポイント８（内部統制システムのモニタリング） p.12 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

確

認

項

目 

（05.内部監査・モニタリング） 

□55.取締役会等において定められた企業集団内の内部統

制システムの構築・運用及びモニタリングの対象範囲

会社に対して、モニタリングを実施していることを確

認した。 

（05.内部監査・モニタリング） 

□57.内部監査部門、又はそれに代わる独立的立場を持つ

部署が、モニタリング対象範囲会社に対して、企業集

団の内部統制システムの構築・運用・改善状況に関し

てモニタリングを実施していることを確認した。 

 

わかりやすい表現に変更し

た。 

通し番号は、57となる。 

 

（05.内部監査・モニタリング） 

□58.子会社・関連会社に、又は企業集団内に一元的な「内

部通報システム」が構築されている場合、企業集団に

おける子会社・関連会社の内部統制モニタリング結果

の報告から、そのシステムが有効に機能するように、

又、子会社・関連会社の内部通報者の利益を損なうこ

とがないように十分な配慮がなされていることを確

認した。 

 

 

 

― 削除 ― 

 

内部通報制度の構築と運用

は、現在では内部統制上欠

かせない機能となっている

ため、58 を削除し、その確

認と通報者保護を分離して

項目 60,61を新設した。 

  

 

― 新設 ― 

 

 

 

 

― 新設 ― 

 

 

（05.内部監査・モニタリング） 

□60.企業集団における子会社・関連会社の内部統制モニ

タリング結果の報告から、企業集団内に「内部通報制

度」が適正に構築され、適切に運用されていることを

確認した。 

  

□61.企業集団における子会社・関連会社の内部統制モニ

タリング結果の報告から、子会社・関連会社の内部通

報者の利益を損なわれることがないように十分な配

慮がなされていることを確認した。 
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Ｂ．親会社監査役としての子会社・関連会社における監査役職務 

 

Ⅰ．子会社・関連会社の代表取締役・他の取締役との意見交換  監査のポイント 11（子会社・関連会社の代表取締役との意見交換） p.14～16 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

確

認

項

目 

（04.報告承認体制） 

□73.訴訟案件、重大なクレーム案件、重大な労務問題、行

政当局からの重大な指摘事項等の有無を確認した。そ

のような事案がある場合は、親会社への報告や社内で

の改善措置がなされていることを確認した。 
 

 

 

（04.報告承認体制） 

□76.訴訟案件、重大なクレーム案件、重大な労務問題、品

質保証・管理に関する異常事態、行政当局からの重大

な指摘事項等の有無を確認した。そのような事案があ

る場合は、親会社への報告や社内での改善措置がなさ

れていることを確認した。 

 

企業集団内における不正に

は品質保証・管理に関する

ものも多いため、項目に明

記する必要があると判断し

「品質保証・管理に関する

異常事態」という表現を追

記した。 

確

認

項

目 

（10.不祥事発生時） 

□78.不適正な行為及び会社に著しい損害を及ぼすおそれ

がある事実を代表取締役や他の取締役が発見したと

き、それが企業集団の親会社や他の子会社・関連会社

に重大な影響を与えるおそれがある場合は、親会社の

定めた情報伝達の仕組み（報告すべき事項、報告ルー

ト等）に則り、直ちに親会社に報告するとともに、自

社の監査役に報告する必要があると認識しているこ

とを確認した。 

 

（10.不祥事発生時） 

□81.不適正な行為及び会社に著しい損害を及ぼすおそれ

がある事実を代表取締役や他の取締役が発見したと

き、それが企業集団の親会社や他の子会社・関連会社

に影響を与えるおそれがある場合は、親会社の定めた

情報伝達の仕組み（報告すべき事項、報告ルート等）

に則り、直ちに親会社に報告するとともに、自社の監

査役に報告する必要があると認識していることを確

認した。 

 

子会社・関連会社における

「不適正な行為及び会社に

著しい損害を及ぼすおそれ

がある事実」に関しては、そ

れが企業集団全体に影響を

与えるものと判断される場

合は、それが重要なもので

あるか否かにかかわらず、

親会社に報告すべきものと

考えられる。 
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【金融商品取引法編】 

≪親会社監査役としての親会社における監査役職務≫ 

 

Ⅰ．代表取締役に対する監査  監査のポイント１（代表取締役の内部統制認識） p.2～3 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

ポ

イ

ン

ト 

監査のポイント１（代表取締役の内部統制認識） 

 企業集団における財務報告に係わる内部統制の構築・運

用において，親会社の代表取締役の果たす役割は、重要と

なります。 

自社及び企業集団における財務報告に係わる内部統制

の構築・運用・評価の方針を明確に表明し、主管統括本部

を定め、有効性評価を進めて、改善すべき不備が発見され

れば改善の指示を行い、事業年度末に「内部統制報告書」

において内部統制の有効性を表明します。 

監査役は、代表取締役が、この一連の手順を適切に進捗さ

せていることを確認する必要があります。 

監査のポイント１（代表取締役の内部統制認識） 

  企業集団における財務報告に係る内部統制の構築・運

用において，親会社の代表取締役の果たす役割は、重要と

なります。 

自社及び企業集団における財務報告に係る内部統制の

構築・運用・評価の方針を明確に表明し、主管統括本部を

定め、有効性評価を進めて、改善すべき不備が発見されれ

ば改善の指示を行い、事業年度末に「内部統制報告書」に

おいて内部統制の有効性を表明します。 

監査役は、代表取締役が、この一連の手順を適切に進捗

させていることを確認する必要があります。また、代表取

締役が、会社の事業内容、規模、リスクの状況、その他会

社の特性に照らして過剰な対応がないように留意してい

ることが重要です。 

過剰な対応で過重な負担に

なっているとの指摘がある

ことを踏まえて、進捗させる

べき適切な手順の内容を補

足する。 

例えば日本監査役協会「内

部統制に係る監査の実施基

準」14 条 3 項一号ルに、財

務報告内部統制が重大なリ

スクに対応しているかを判

断するときの監査の方法の

ひとつとして、「過剰な文書

化及び証跡化の有無、重複

したコントロールの有無、

その他会社の事業内容、規

模その他会社の特性に照ら

して過剰な対応の有無」の

例示がある。 
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Ⅳ．内部監査部門との意見交換  監査のポイント４（内部統制の有効性評価） p.5 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

ポ

イ

ン

ト 

監査のポイント４（内部統制の有効性評価） 

監査役は、企業集団における財務報告に係わる内部統制

の有効性評価を主管する統括本部と、有効性評価の方法、

評価活動の進捗状況、事業年度末及び事業年度末後の評価

結果について、適時意見交換をする必要があります。特に

「改善すべき不備」や「開示すべき重要な不備」が残存す

る場合は、改善計画、改善の見通しについて十分に確認し

なければなりません。 

企業集団内の親会社及び子会社・関連会社の財務報告に

係わる内部統制の有効性評価を主管する統括本部（親会社

の内部監査部門等）に対して以下の確認項目を使用して下

さい。 

監査のポイント４（内部統制の有効性評価） 

監査役は、企業集団における財務報告に係る内部統制

の有効性評価を主管する統括本部（親会社の内部監査部門

等）と、有効性評価の方法、評価活動の進捗状況、事業年

度末及び事業年度末後の評価結果について、適時意見交換

をする必要があります。とりわけ、企業集団内の全社レベ

ルの内部統制（統制環境等）の評価については、十分な意

見交換が必要です。特に「改善すべき不備」や「開示すべ

き重要な不備」が残存する場合は、改善計画、改善の見通

しについて十分に確認しなければなりません。 

併せて、上記統括本部が、有効性評価が形式的チェック

に陥ったり、マンネリ化することなく、実効性を確保して

いると認識していることも確認する必要があります。 

 

有効性評価において、全社統

制の評価に改善が必要であ

るとの指摘があることを踏

まえ、監査役が業務監査で得

た統制環境等に関する知見

に基づき十分な意見交換を

する必要がある点を強調し

た。 

有効性評価が形式化・マン

ネリ化することにより実効

性が低下しているとの指摘

があることを踏まえ、統括

本部の認識を確認する必要

がある。 

2017 年版末尾 3 行は、不要

なので削除した。 

確

認

項

目 

05.内部監査・モニタリング） 
□26.財務報告に係わる内部統制の有効性評価の方法（Ｉ

Ｔ全般統制の有効性評価の方法を含む）について報告
を受け、その内容について意見交換した。 

 

（05.内部監査・モニタリング） 
□26.財務報告に係る内部統制の有効性評価の方法（ＩＴ

全般統制の有効性評価の方法を含む）について報告を
受け、その内容について意見交換を行い、必要に応じ
て証跡の閲覧及び運用テスト等への立会い等を行い、
実際の状況を確認した。 

 

評価方法を確認する際に、

単に報告を聴取するだけで

はなく、必要に応じて証跡

閲覧・運用テスト立会いな

どを行うことによって意見

交換をより実のあるものに

できる。 

日本監査役協会「内部統制

に係る監査の実施基準」14

条 3項一号「必要があれば証

跡の閲覧及び運用テスト等

への立会い等を通じて、実

際の状況を確認する」参照。 
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Ⅴ．監査人との意見交換  監査のポイント５（監査人との意見交換）  p.5～6 

 2017年版 2019年版 理由・根拠 

ポ

イ

ン

ト 

監査のポイント５（監査人との意見交換） 

 財務報告に係わる内部統制では、企業集団における財務

報告に係わる内部統制の有効性の評価の責任は親会社の

代表取締役が負っていますが、監査人は、財務諸表監査と

並行して財務報告に係わる内部統制監査を行い、代表取締

役によって実施された有効性評価結果（「内部統制報告

書」）について、監査証明（「内部統制監査報告書」）として

意見表明をします。 

監査役は、監査人の意見表明の内容、その根拠、監査の

方法等について報告を受け、内容を確認する必要がありま

す。 

 

 

 

 

監査のポイント５（監査人との意見交換） 

 財務報告に係る内部統制では、企業集団における財務報

告に係る内部統制の有効性の評価の責任は親会社の代表

取締役が負っていますが、監査人は、財務諸表監査と並行

して財務報告に係る内部統制監査を行い、代表取締役によ

って実施された有効性評価結果（「内部統制報告書」）につ

いて、監査証明（「内部統制監査報告書」）として意見表明

をします。 

監査役は、監査人の意見表明の内容、その根拠、監査の

方法等について報告を受け、内容を確認する必要がありま

す。併せて、監査役は業務監査の過程等で知り得た情報で、

財務報告に係る内部統制の実効性に重要な影響を及ぼす

と認められる事項について、監査人との情報の共有に努め

る必要があります。 

内部統制報告制度において

監査人と監査役のコミュニ

ケーションが不足している

との指摘があることを踏ま

え、監査人から報告を受け

るだけでなく、監査役が業

務監査で得た情報の共有に

努めることによって、双方

向での連携を図るべき旨を

追記した。 

 


